
 

外国人(がいこくじん)のための 

くらしのガイド 
やさしい日本語(にほんご) 

① 外国人(がいこくじん)の住民登録(じゅうみん とうろく)に ついて 

② 証明書(しょうめいしょ)の 休日(きゅうじつ) 受(う)け取(と)りに ついて 

③ マイナンバーについて 

④ 税金(ぜいきん)と 納税(のうぜい)について 

⑤ 国民健康保険(こくみん けんこう ほけん)について 

⑥ 国民年金(こくみん ねんきん)について 

⑦ 介護保険(かいご ほけん)について 

⑧ 健康相談(けんこう そうだん)、予防接種(よぼう せっしゅ)や健康診断(けんこう しんだん) について 

⑨ ごみの出(だ)し方(かた)について 

⑩ 水道(すいどう)の使用(しよう)について 

⑪ 市民相談(しみんそうだん)、困(こま)っている ことの 相談(そうだん)について 

⑫ 本庄市国際交流協会(ほんじょうし こくさい こうりゅう きょうかい)に ついて 

本 庄 市 



 
  

２ 住所(じゅうしょ)変更(へんこう)の 手続(てつづ)きについて 

１ 外国人(がいこくじん)の 住民登録(じゅうみん とうろく)について 

下(した)の①～④の 外国人(がいこくじん)は、日本人(にほんじん)と 同(おな)じように 

住民基本台帳制度(じゅうみん きほん だいちょう せいど)の 対象(たいしょう)です。 

住民登録(じゅうみんとうろく)を すると 市(し)の サービスを 受(う)けることが でき

ます。住所(じゅうしょ)を 変更(へんこう)する ときは 手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)

です。 

① ３か月(さんかげつ)を 超(こ)える 中長期在留者(ちゅう ちょうき ざいりゅうしゃ) 

② 特別永住者(とくべつ えいじゅうしゃ) 

③ 一時庇護許可者(いちじ ひご きょかしゃ)、 

仮滞在許可者(かり たいざい きょかしゃ) 

④ 出生(しゅっせい)や 国籍喪失(こくせき そうしつ)による 

 経過滞在者(けいか たいざいしゃ) 

住所(じゅうしょ)を変更(へんこう)する 手続(てつづ)きは、本人（ほんにん）が してくだ

さい。本人(ほんにん)が 手続(てつづ)きできない場合(ばあい)は、委任状(いにんじょう)【他(ほ

か)の人(ひと)に お願(ねが)いしたことが わかる書類(しょるい)】 が必要(ひつよう)です。 

 

○転入届(てんにゅう とどけ) 

日本(にほん)に 入国(にゅうこく)して 本庄市(ほんじょうし)に 住(す)む ときや 別(べ

つ)の 市区町村(しくちょうそん)から 本庄市(ほんじょうし)に 引っ越して(ひっこして） 

来(き)た ときは 「転入(てんにゅう)」 の手続(てつづ)きを して ください。転入(てん

にゅう)した 日(ひ)から 14 日(にち) 以内(いない)に 手続(てつづ)きをしてください。 



  ＊国外(こくがい、がいこく から)から 転入(てんにゅう)したとき 

 〈持(も)ってくる もの〉 

・在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ 

 しょうめいしょ) 

・パスポート 

・結婚証明書(けっこん しょうめいしょ)、出生証明書(しゅっせい しょうめいしょ) 

 または 親子関係(おやこ かんけい)や夫婦関係(ふうふ かんけい)を  

証明(しょうめい)できる 書類(しょるい)。 

※外国語(がいこくご)の 証明書(しょうめいしょ)は 日本語(にほんご)に 訳(やく)した 

 書類(しょるい)も いっしょに 出(だ)して ください。  

＊別(べつ)の 市区町村(しくちょうそん)から 引(ひ)っ越(こ)して 来(き)た とき 

 〈持(も)ってくる もの〉 

・前(まえ)に 住んでいた 市区町村(しくちょうそん)が 発行(はっこう)した 

 転出証明書(てんしゅつ しょうめいしょ) または マイナンバーカード 

・通知(つうち)カード（マイナンバーカードを 持(も)っている 時(とき) は 

 いりません） 

・在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ しょう

めいしょ)  

 

○転居届(てんきょ とどけ) 

本庄市(ほんじょうし) の中(なか)で 住所(じゅうしょ)を 変更(へんこう)した ときは 

「転居(てんきょ)」の 手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)です。変更(へんこう)した 日(ひ)

から 14 日(にち)以内(いない)に 手続(てつづ)きを してください。 

〈持(も)ってくる もの〉 

・在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ 

 しょうめいしょ) 

・マイナンバーカード または 通知(つうち)カード 

 

○転出届(てんしゅつ とどけ) 

本庄市から 別(べつ)の 市区町村(しくちょうそん)へ 住所(じゅうしょ)を 変更(へんこ

う)するときは、「転出(てんしゅつ)」の手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)です。 

「転出(てんしゅつ)」の手続(てつづ)きを すると (本庄市(ほんじょうし)が)転出証明書(て

んしゅつ しょうめいしょ)を 出(だ)すことが できます。 



  

本人(ほんにん)や 同(おな)じ 世帯(せたい)の 人(ひと)は 住民票(じゅうみんひょう)を 

請求(せいきゅう)する ことが できます。 

〈持(も)ってくる もの〉 

・在留(ざいりゅう)カードなど 

３ 住民票(じゅうみんひょう)の 写(うつ)しが ほしい とき 

転出証明書(てんしゅつ しょうめいしょ)は、新(あたら)しい 住所地(じゅうしょち)で 

転入届(てんにゅう とどけ)の 手続(てつづ)きをするときに 必要(ひつよう)です。 

〈持(も)ってくるもの〉 

・在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ 

 しょうめいしょ) 

・マイナンバーカード 

 

○世帯変更届(せたい へんこう とどけ) 

世帯(せたい)に 変更(へんこう)が あったときは、変更(へんこう)した 日(ひ)から 14 日

(にち) 以内(いない)に 変更(へんこう)の 手続(てつづ)きを してください。 

〈持(も)ってくるもの〉 

・在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ 

しょうめいしょ） 

・結婚証明書(けっこん しょうめいしょ)、出生証明書(しゅっせい しょうめいしょ) 

 または 親子関係(おやこ かんけい)や 夫婦関係(ふうふ かんけい)を  

証明(しょうめい)する 書類(しょるい) 

※外国語(がいこくご)の 証明書(しょうめいしょ)は 日本語(にほんご)に 

 訳(やく)した 書類(しょるい)も いっしょに 出(だ)して ください。 

４ その他(ほか) 

○在留(ざいりゅう)カードについて 

在留(ざいりゅう)カード を 新(あたら)しく するための 申し込(もうしこ)みは 出入国

在留管理庁(しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりちょう)で できます。管轄(かんかつ：手続

(てつづ)きの できる)の 出入国在留管理庁(しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりちょう)

は 次(つぎ)の とおりです。 



 
■東京出入国在留管理局(とうきょう しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりきょく) 

 さいたま出張所(しゅっちょうじょ) 

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎 1階 

☎048-851-9671 

■東京出入国在留管理局(とうきょう しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりきょく)  

高崎出張所(たかさき しゅっちょうじょ) 

〒370-0829 群馬県高崎市高松町 26-5 高崎法務総合庁舎 1 階 

☎027-328-1154 

 

○特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ しょうめいしょ)について 

特別永住者証明書(とくべつ えいじゅうしゃ しょうめいしょ)を 新(あた)らしくする 

手続(てつづ)きは、本庄市(ほんじょうし)でします。新(あたら)しく する時(とき)に 必要(ひ

つよう)な 書類(しょるい)もありますので、詳(くわ)しいことは 本庄市役所(ほんじょうしや

くしょ)市民課(しみんか)か 出入国在留管理庁(しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりちょ

う)に 聞(き)いて ください。 























 
 ⑥国民年金(こくみん ねんきん)について 

問合(といあわ)せ  

本庄市役所(ほんじょう しやくしょ)：市民課(しみんか)  

☎0495-25-1114 

児玉総合支所(こだま そうごう ししょ)：市民福祉課(しみん ふくしか)                     

☎0495-72-1333 

公的年金(こうてき ねんきん)は 歳(とし)を とった時(とき) 身体(からだ)が 不自由(ふ

じゆう)に なった時(とき) 一緒(いっしょ)に 住(すん)んでいた 人(ひと)が 死(し)んで 

残(のこ)された 家族(かぞく)に なったとき など 生活(せいかつ)を する お金(かね)を 

もらうための 社会保険制度(しゃかい ほけん せいど)です。 

住民登録(じゅうみん とうろく)を した 人(ひと)で、20 歳以上(20 さい いじょう) 60

歳未満(60さい みまん)の 人(ひと)は 国民年金(こくみん ねんきん)に 入(はい)り 保険

料(ほけんりょう)を 払(はら)います。 

住民登録(じゅうみん とうろく)を するときは 国民年金(こくみん ねんきん)の 窓口

(まどぐち)でも 必(かなら)ず 国民年金(こくみん ねんきん)に 入(はい)る 手続(てつづ)

きを してください。【手続(てつづ)きに パスポートが 必要(ひつよう)です。】 

国民年金(こくみん ねんきん)を 払(はら)っている人(ひと) または 払(はら)った こと

が ある人(ひと)が 国(くに)に 帰(かえ)る ときは 年金(ねんきん) または 脱退一時金

(だったい いちじきん)が もらえる ときが あります。国民年金(こくみん ねんきん)の 

窓口(まどぐち)で 聞(き)いて ください。 

※厚生年金保険(こうせい ねんきん ほけん)に 入(はい)っている 人(ひと)は 国民年金

(こくみん ねんきん)に 入(はい)る 手続(てつづ)きは 必要(ひつよう) ありません。 

 































 
  

２ 年会費（ねんかいひ）に ついて 

しみんかつどうすいしんか

１ 
本庄市国際交流協会(ほんじょうし こくさい こうりゅう  

きょうかい)について 

本庄市国際交流協会(ほんじょうし こくさい こうりゅう きょうかい)では 本庄市(ほ

んじょうし)に 住(す)む 日本人(にほんじん)と 外国人(がいこくじん)が 仲良(なかよ)く 

なるために バスで 出(で)かけたり みんなで 料理(りょうり)を 作(つく)ったり、クリス

マス会(かい)などの イベントを 開(ひら)いたり しています。また いろいろな 国(くに)

の 言葉(ことば)(英語(えいご)・中国語(ちゅうごくご)・韓国語(かんこくご)など)も 勉強(べ

んきょう)する ことができる 教室(きょうしつ)も あります。協会(きょうかい)に 入(は

い)ると イベントに 参加(さんか)する ときに お金(かね)がかからない ことも ありま

す。友(とも)だちが たくさん できるので ぜひ 入(はい)って ください。 

１年(ねん)(４月(がつ)から 次の ３月(がつ)まで)で １回(かい) 支払(しはら)う お金

(かね) 

国際交流協会(こくさい こうりゅう きょうかい)に 入(はい)るための お金(かね)。家族

(かぞく)の なかに 会員(かいいん)の 人(ひと)が いるときや 学生(がくせい)の 人(ひ

と)は お金(かね)が 安(やす)く なります。 

※お金(かね)を 支払(しはら)った 日(ひ)から 次(つぎ)の ３月(がつ)３１日(にち)まで 

会員(かいいん)で いられます。 

※国際交流協会(こくさい こうりゅう きょうかい)に 入(はい)ると イベントのことや 

お知(し)らせしたい ことが あるときに お手紙(てがみ)や メールを 送(おく)りま

す。 



 
○お手紙(てがみ)の会員(かいいん)  ２，０００円(えん) 

○メールの会員(かいいん)      １，５００円(えん) 

○学生(がくせい)の会員(かいいん)  １，０００円(えん) 

(中学生(ちゅうがくせい) 以上(いじょう)の人(ひと)) 

○家族(かぞく)の会員(かいいん)   １，０００円(えん) 

日本語(にほんご)の 勉強(べんきょう)を したい人(ひと)や もっと うまく 日本語(にほ

んご)を 話(はな)せるように なりたい人(ひと)は いっしょに 日本語(にほんご)を 勉強(べ

んきょう) しましょう。いろいろな 人(ひと)たちと 仲良(なかよ)く なることが できます。

毎週(まいしゅう) 勉強(べんきょう)して いるので 参加(さんか)して ください。お金(かね)

は かからないです。 

 

 どこで ： はにぽんプラザ(本庄市(ほんじょうし) 銀座(ぎんざ) １－１－１) 

 い つ ： 毎週(まいしゅう) 水曜日(すいようび)  

午後(ごご)７時(じ) から 午後(ごご)８時(じ)３０分(ふん) 

 持(も)ってくる もの ： ノート ボールペン えんぴつ など 

 ※参加(さんか)したい 人(ひと)は 事務局(じむきょく)まで 電話(でんわ)して ください。 

事務局(じむきょく)は 市役所(しやくしょ)の ３階(かい)に あります。 

☎0495-25-1158 

３ 日本語教室(にほんご きょうしつ) 


